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蕨市役所仮設庁舎跡地利活用事業 基本協定書(案) 

 

 

蕨市（以下「甲」という。）と、○○○○（以下「乙」という。）は、蕨市役所仮設庁舎

跡地利活用事業（ 以下「本事業」という。）のために、甲所有の末尾目録１に記載する土

地（ 以下「対象敷地」という。）について、次のとおり基本協定（以下「本協定」という。）

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、本事業に関し、乙が優先交渉権者として決定されたことを確認し、事業

用定期借地権設定契約の締結に向け、甲及び乙の権利義務について定めるとともに、本事

業の円滑な実施に必要な双方の協議等について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 本協定において使用する用語の定義は、次のとおりとする。なお、本協定に定めが

ない場合、募集要項において定められた用語の定義による。 

（１）「募集要項」とは、本事業の実施に関して甲が作成し、令和７年○月○日に公表した

事業プロポーザル募集要項をいう。 

（２）「募集要項等」とは、募集要項、基本協定書（案）、事業用定期借地権設定契約書（案）、

物件調書等の総称をいう。 

（３）「提案書類等」とは、乙が募集要項等の規定に従い甲に対して提出した参加資格確認

書類、提案書等甲に提出した文書の一切を総称していう。 

（４）「対象敷地」とは、乙が甲より借地借家法（平成３年法律第90号。以下「法」という。）

第23条第２項に定める事業用定期借地権設定契約に基づき借り受ける本事業の用に供

する土地をいう。 

（５）「本施設」とは、事業用定期借地権設定契約に基づき、乙が甲から賃借する対象敷地

上に整備する、募集要項を踏まえた施設並びにこれに付属する設備、機器及び造作等の

一切をいう。 

（６）「事業用定期借地権設定契約」とは、甲を貸付人、乙を借受人とした、対象敷地の法

第23条第２項に定める事業用定期借地権設定契約をいう。 

（７）「役員」とは、会社にあっては会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員を

いい、会社以外の法人その他の団体にあっては会社の役員に準じる立場にある者をい

う。 

（８）「代表事業者」とは、乙が複数者で構成する場合の代表となる法人をいう。 

（９）「構成員」とは、乙が複数者で構成する場合の代表事業者以外の法人をいう。 
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（参加資格要件を欠く事態が生じた場合） 

第３条 本協定締結時から、事業用定期借地権設定契約が公正証書により締結されるまで

の間に、乙が、募集要項に規定する参加資格要件を欠く事態が生じた場合には、甲は、事

業用定期借地権設定契約の全部若しくは一部を締結せず、又は、何らの催告なく、本協定

を解除することができる。 

２ 乙は、前項に基づく解除等に関し、損害が発生しても損害賠償ないしは補償、追加費用

その他名目の如何を問わず、甲に何らの請求もすることができない。 

３ 第１項の場合であっても甲がやむを得ないと認めた場合は、乙は、甲の承諾を条件とし

て参加資格要件を欠く構成員の変更ができるものとする。ただし、代表事業者の変更は認

められない。 

 

（契約上の地位等の譲渡・移転） 

第４条 乙は、本協定及び事業用定期借地権設定契約に別段の定めがある場合を除き、甲の

事前の承諾がない限り、本協定及び事業用定期 借地権設定契約上の地位及び権利義務を

第三者に対して譲渡・移転し、又は担保設定その他の処分をしてはならない。 

２ 第７条第１項各号の規定により、本協定が解除される場合で、乙に代わり本事業の実施

を行おうとする事業者（以下、「後継事業者」という。）がある場合は、甲は、本協定及

び事業用定期借地権設定契約上の地位及び権利義務を、乙をして後継事業者に承継させ

ることができ、乙はこれに従わなければならない。 

 

（本事業の履行） 

第５条 乙は、募集要項等に定める各事項を遵守し、提案書類等及び関係法令に従って本事

業を実施する。 

２ 乙は、社会・経済情勢等の変化等により、やむを得ず変更の必要が生じた場合で、書面

により甲の事前承諾を得た場合を除き、提案書類等の内容を変更することはできない。 

３ 甲は、乙に対し、公共公益上必要と認める場合は、合理的な範囲内で提案書類等の内容

の変更を求めることができる。 

４ 甲及び乙は、本協定締結後、本協定の内容を踏まえて、事業用定期借地権設定契約の締

結に向けて協議を行い、その後、法第23条第2項に定める事業用定期借地権設定契約を締

結したときに、公正証書により令和〇年〇月〇日をもって事業用定期借地権設定契約の

効力を発生させることを確認する。 

５ 前項に規定する事業用定期借地権設定契約は、令和●年●月●日までに締結するもの

とする。 

６ 乙は、本事業に伴い必要となる関係者・周辺住民等への工事計画等の地元説明会や協

議・調整について、甲に相談の上、自らの責任において実施することを確認する。 

７ 乙は、甲が行う本事業に関する住民説明や、議会対応などに関し、甲の要請があった場
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合は、これに応じて協力しなければならない。 

 

（責務） 

第６条 乙は、次に定める各々の責務のもと、本事業を実施するものとする。 

（１）代表事業者は、構成員間の調整を含め、本事業が円滑に実施されるよう、甲と調整

等を行うものとする。 

（２）乙は、対象敷地の開発に際し、建築確認申請を行う前に募集要項等及び提案書類等

の内容を遵守した事業計画書を甲に提出し、承諾を得なければならない。なお、事業

計画書の内容については乙が提案し、甲との協議を経て決定するものとする。 

（３）乙は、前号により甲の承諾を得た事業計画書を遵守しなければならない。 

（４）本施設の整備及び運営について、隣接する不動産の所有者と協議が必要となった場

合は、乙が当該所有者と協議を行うものとし、これによって費用負担が発生した場合

は、乙の負担とする。 

（５）乙が本施設の全部又は一部を第三者に譲渡する場合、また、これに伴い対象敷地を

転貸するときは、事前に書面により甲の承諾を得ることとする。 

（６）前号の規定により、乙が第三者に対し本施設の所有権の移転もしくは対象敷地の転

貸を行う場合、乙は、当該第三者に対し、当該建物が事業用定期借地権を設定した土

地の上に建設されているものであり、当該事業用定期借地権は事業用定期借地権設定

契約の終了時に消滅し、建物を取り壊すことを明示するとともに、譲渡・転貸する対

象に付随する一切の権利義務を承継することを書面で約定するものとする。 

 

（協定の解除等） 

第７条 甲は、乙が次に定める事項に該当すると認められる場合は、本協定を解除するこ

とができる。ただし、甲が必要であると認めた場合には、乙は、甲と事業の継続方法等

について協議を行わなければならない。 

（１）乙が提案書類等に虚偽の記載をした場合 

（２）乙が本協定で定める債務を履行せず、かつ甲が催告をしても履行がされる見込みが 

ないと甲が判断した場合 

（３）事業用定期借地権設定契約が解除となった場合 

（４）乙が支払不能を表明した場合、解散若しくは営業停止、民事再生手続きの申立て（自

己申立てを含む。）、破産手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立て(自己

申立てを含む。） その他これに類する法的倒産処理手続の申立てがあった場合又は電

子交換所の取引停止処分、電子債権記録機関による取引停止処分を受けた場合 

（５）乙が強制執行の申立て、競売申立て、仮処分の申立てを受けた場合 

（６）乙が甲において地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当

した場合 
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（７）乙が蕨市暴力団排除条例（平成24 年蕨市条例第１号）第２条第１号に規定する暴力

団、同条第２号に規定する暴力団員に該当すると認められた場合 

（８）その他本協定を継続することができない事由が発生し、乙が書面により協定の解除

を申し出た場合 

２ 前項本文の規定により甲が本協定を解除した場合、次に定めるとおり取り扱う。 

（１）本施設の竣工前に本協定を解除した場合、甲乙間で本施設の取扱いについて協議を

行うものとする。 

（２）前号で定める協議において、本施設の施工状況等から判断して、対象敷地を原状回

復した上での返還が妥当であると甲が判断した場合は、乙が対象敷地を自らの費用で

原状回復するものとする。 

（３）本施設の竣工後から事業用定期借地権設定契約期間満了に伴う原状回復のための除

却工事に着手するまでに本協定が解除された場合、対象敷地を原状回復した上での返

還が公益上有利であると甲が判断した場合は、乙が対象敷地を自らの費用で原状回復

するものとする。 

（４）原状回復のための除却工事に着手後に本協定が解除された場合、乙が対象敷地を自

らの費用で原状回復するものとする。 

３ 第１項本文の規定により甲が本協定及び事業用定期借地権設定契約を解除した場合、

乙が負担した設計費用、建設費等、必要経費その他一切の費用を甲は負担しない。 

 

（秘密保持） 

第８条 甲及び乙は、本事業に関して知り得たすべての情報について守秘義務を負い、当

該情報を第三者に開示又は漏えいしてはならず、本事業の目的以外に使用してはならな

い。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 

（１）公知の情報である場合 

（２）甲及び乙が守秘義務の対象としない情報であることを承諾した場合 

（３）裁判所により開示が命じられた場合 

（４）甲が蕨市情報公開条例(平成19年12月18日条例第35号)に基づき開示義務を負う場合 

（５） その他法令に基づき開示する場合 

２ 乙は、本事業を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び資料等に記載さ

れた個人情報並びに当該情報から乙が作成した個人情報（以下、「個人情報」という。） 

を個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び蕨市個人情報の保護に関す

る法律施行条例（令和４年12月16日条例第18号）を遵守して取扱う責務を負う。 

３ 前項に定めるほか、乙は、本事業に関する個人情報の保護に関する事項につき、甲の

指示に従う。 

４ 乙は、その役員、従業員、代理人若しくはコンサルタント、出資者、本事業に関連し

て資金を提供している金融機関又は協力法人に対し、第１項及び第２項の義務を遵守さ
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せるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。 

 

（違約金） 

第９条 乙は、事業用定期借地権設定契約の締結までに甲の責めに帰すべきでない事由に

より本協定が解除となった場合は、甲の損害の発生及び損害額の立証を要することなく、

１カ年分の貸付料年額に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払う。

ただし、第７条第１項第６号又は第７号の規定により本協定が解除された場合において

は、違約金は、２カ年分の貸付料年額に相当する額とする。 

２ 前項に定める違約金は、次条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈してはな

らない。 

 

（損害賠償） 

第１０条 乙は、次に定める場合において、甲に損害があるときは、その損害を賠償しな

ければならない。 

（１）第３条第１項の場合 

（２）乙が本協定に定める義務を履行しないため甲に損害を与えた場合 

（３）甲が第７条第１項の規定により本協定を解除した場合 

 

【乙が複数の法人である場合】 

２ 前項各号に定める場合において甲に損害が発生した場合は、第７条第１項第３号の場

合を除き、乙を構成するすべての法人は、当該損害賠償について連帯して責任を負うも

のとし、第７条第１項第３号の場合は、乙を構成する法人のうち帰責性を有する者が損

害賠償の責務を負うものとする。 

 

 

（有効期間） 

第１１条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日から開始し、事業用定期借地権設

定契約の期間終了日又は解除日までの期間とする。ただし、事業用定期借地権設定契約

の締結に至らなかった場合は、事業用定期借地権設定契約の締結不調が確定した日をも

って、本協定の定めはすべて失効するものとする。 

 

（不当介入に対する措置） 

第１２条 乙は、本事業の実施に当たり、蕨市暴力団排除条例に基づき、暴力団員又は暴

力団員等から暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な

履行を妨げる行為を受けたとき、直ちに甲に報告するとともに、警察に届け出なければ

ならない。 
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（誠実協議） 

第１３条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲

及び乙が誠実に協議して定めるものとする。 

 

（準拠法及び管轄裁判所） 

第１４条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛

争につき、第一審の専属的合意管轄裁判所は、さいたま地方裁判所とする。 

 

以上の証として 本基本協定書を○通作成し、甲並びに乙がそれぞれ記名押印の上、そ

れぞれが各一通を保有する。 

 

令和   年   月  日 

甲   埼玉県蕨市中央五丁目１4番１5号 

    

蕨市長  

   

 

 

                乙 

代表者： 

住 所 

氏 名 

 

 

 

構成員： 

住 所 

氏 名 

 

 

 

構成員： 

住 所 

氏 名 

 

 



 

7 

 

物件の表示 

１ 対象敷地（全体）の表示 

所在地 埼玉県蕨市北町二丁目３９８７番１、４、５、６ 

地目 宅地 

地積 １，６５０．１３㎡ 

 

２ 本施設の概要 

※ 乙は提案書類書等を踏まえて、記載すること。 


